
 

 関係事業者の皆様 

化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律に基づく 

「指定物質」、「有機化学物質」及び「特定有機化学物質」に関する届出について 

～電子申請開始のお知らせ・移行のお願い～ 

令和４年７月 

経済産業省製造産業局 

化学兵器・麻薬原料等規制対策室 

平素より化学兵器禁止関連政策へのご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。 

化学兵器禁止条約が１９９７年４月に発効し、化学兵器禁止法は同年５月に施行されてから、本

年で２５年もの歳月を経ました。その間我が国は、化学兵器禁止条約の一締約国として、ご関係事

業者皆様のご理解、ご協力を賜りながら、その条約および化学兵器禁止法令の的確な執行を通じ、

我が国、そして、国際社会における安心、安全を築くことに寄与してまいりました。 

 まずは、ご関係事業者皆様に、これまで、そして平素からの化学兵器禁止制度へのご理解、ご協

力を賜っておりますこと、感謝申し上げます。 

 さて、令和３年９月に施行されたデジタル手続法等によって、行政手続等のデジタル化をより一

層図ること、そして、それによって手続等に係る時間や場所等の制約を除去し、もって手続等が利

用しやすい方法によって迅速かつ的確に行われるようにすることが求められております。 

 そのため、これまでご関係の皆様から頂戴してまいりました化学兵器禁止法に基づく指定物質・

有機化学物質等の予定／実績届出につきましても、いつでも、どこからでも、インターネットで容

易に届出いただけるよう、本年度から電子届出（電子申請）を開始させていただくこととなりまし

た。 

電子申請への移行にあたりましては、できる限り容易かつ円滑に移行していただけますよう、マ

イクロソフトのエクセルを利用した電子申請ファイルをご準備させていただきました。また、ご負

担をできる限り軽減できるよう、例えば、実際の入力にあたっては、ドロップダウンからの選択を

行う形式を導入し、また、各入力欄にはどのように入力をしたらよいかなどの個別のメッセージも

記載させていただき、入力の負担軽減と誤入力を極力回避できるようにいたしました。 

 加えて、初回の電子申請ファイルの作成は１から入力する必要があるためにある程度のお手間が

かかりますが、そのお手間を省いていただけますよう、弊省へこれまで紙媒体で届出頂きました内

容を弊省で入力いたしました“入力済電子申請エクセルファイル”（下書きファイル）も、ご希望

によりご提供させていただきます。下書きファイルをご活用いただければ、当該ファイルを修正・

確認するのみで電子申請に使用できますので、是非ご活用いただければと思います。 

電子申請にあたりましては、e-Govを利用して電子申請用エクセルファイルをご提出頂く形とな

りますため、e-Govにログインするためのアカウントの取得や、個別認証 ID・パスワードの発行が

必要となります。詳細につきましては、「化学兵器禁止法に基づく指定物質・有機化学物質等電子



届出（電子申請）マニュアル」をご参照いただければ大変幸いです。なお、個別認証 ID・パスワー

ドにつきましては、管轄の経済産業局経由にてお送りさせて頂きます「化兵法電子届出（電子申請）

事前登録シート.xlsx」に必要事項を入力いただき、ご連絡頂きます事業所の本人確認のために、

直近過去の届出ファイル（日本語様式のみで構いません）を添えて、登録シート記載のメールアド

レスまでお送り頂けますようお願いいたします。 

 

ご関係の皆様におかれましては、是非電子申請への円滑な移行にご理解、ご協力を賜れますよう

お願い申し上げます。 

  

以 上 

 




